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市川第 20230207-0050 号 

令和 5 年 2 月 9 日 

一時預かり事業利用者の皆様 

市川市こども政策部 

こども施設運営課 

 

令和５年４月分以降の利用料のお支払い方法について（お知らせ） 

 

はじめに 

 一時預かり事業利用申込書にて、⑴納付書払いまたは⑵LoGo フォーム決済のどちらか一

方をご選択いただきます。 

※⑵LoGo フォーム決済では、領収書の発行ができません。無償化の申請手続き等で領収書

が必要となる方は、必ず⑴納付書払いをご選択いただきますようお願いいたします。 

 

※お支払い方法は、原則年度途中でご変更ができません。 

やむを得ない理由（領収書が必要となり納付書払いに替えたい）等で変更が必要となる場

合は、こども施設運営課（047-711-1791）まで事前にご連絡の上、一時預かり事業利用申

込書を再度記入して利用している施設へご提出ください。 

 なお、支払い方法の変更を反映させるまでに１ヵ月程度お時間がかかりますので、変更

が生じる場合はお早めにご対応下さい。 

 

⑴納付書払いについて 

 

・お支払時期 

 納付書の発送日：利用月の翌月 20 日頃 

納付期日：利用月の翌月末日（末日が土日祝の場合はその翌日の平日まで） 

 例）4 月利用分は 5 月 20 日頃に納付書が発送され、納付期日は 5 月 31 日となる。 

 

・ご利用方法 

 ①ご自宅に納付書が届きます。 

 ②納付書をご持参の上、納付期日までに下記金融機関窓口よりご入金ください。 

※市川市内に本・支店のある金融機関の窓口であれば、全国どこでもお取り扱いいただ

けます。ただし、郵便局やコンビニエンスストアではお取り扱いできません。 

千葉銀行 埼玉りそな銀行 朝日信用金庫 

みずほ銀行 千葉興業銀行 東京東信用金庫 

三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 小松川信用金庫 

りそな銀行 京葉銀行 中央労働金庫 

三井住友銀行 東京ベイ信用金庫 市川市農業協同組合 



2 
 

⑵LoGo フォーム決済について 

 

※QR コードを読み取ることができる端末が必要となります。 

 

・お支払時期 

 支払依頼書の発送日：利用月の翌月 15 日頃 

支払期日：利用月の翌月末日（末日が土日祝の場合はその翌日の平日まで） 

 例）4 月利用分は 5 月 15 日頃に支払依頼書が発送され、支払期日は 5 月 31 日となる。 

 

・ご利用方法 

①ご自宅に QR コードが記載された支払依頼書が届きます。 

②支払依頼書に記載された QR コードを端末で読み取ります。 

③フォームが起動しますので、必要事項を入力し、「確認画面へ進む」をクリックしてくだ

さい。 
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④利用明細票及び送付書に記載された金額をご確認の上、決済情報を入力します。 
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⑤入力した内容の確認画面が表示されますので、問題なければ「送信」をクリックしてく

ださい。 

 

 

以上で完了です。ご入力いただいたメールアドレスに受付完了のメールが届きますので、

ご確認下さい。 


